
毎
週
火
・
金
曜
日
発
行
（
当
日
が
休
日
に
当
た
る
と
き
は
、
休
日
の
翌
日
）

目

次

告

示

○
福
島
県
議
会
臨
時
会
を
招
集
す
る
件

六
五
六

○
公
印
を
改
刻
し
そ
の
使
用
を
開
始
す
る
件

六
五
六

○
生
活
保
護
法
に
よ
る
医
療
扶
助
等
の
た
め
の
医
療
機
関
を
指
定
し
た
件

六
五
六

○
生
活
保
護
法
に
よ
る
指
定
医
療
機
関
の
所
在
地
を
変
更
し
た
旨
届
出
が
あ
っ
た

件

六
五
七

○
生
活
保
護
法
に
よ
る
指
定
医
療
機
関
の
事
業
を
廃
止
し
た
旨
届
出
が
あ
っ
た
件

六
五
七

○
救
急
病
院
等
を
定
め
る
省
令
に
よ
り
救
急
病
院
を
認
定
し
た
件

六
五
七

○
漁
船
損
害
等
補
償
法
第
百
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
同
意
を
求
め
る
た
め

届
出
が
あ
っ
た
件

六
五
七

○
土
地
改
良
区
の
定
款
の
変
更
を
認
可
し
た
件

六
五
七

○
公
金
の
収
納
事
務
を
委
託
し
た
件
四
件

六
五
七

○
福
島
県
収
入
証
紙
の
売
り
さ
ば
き
人
と
し
て
指
定
し
た
件

六
五
八

公

告

○
福
島
県
商
業
ま
ち
づ
く
り
の
推
進
に
関
す
る
条
例
第
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ

り
特
定
小
売
商
業
施
設
の
変
更
の
届
出
が
あ
っ
た
件

六
五
八

○
土
地
改
良
区
の
役
員
が
就
退
任
し
た
旨
届
出
が
あ
っ
た
件
二
件

六
五
九

告

示

福
島
県
告
示
第
七
百
八
十
一
号

地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
）
第
百
一
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
福
島
県
議

会
臨
時
会
を
令
和
二
年
十
一
月
三
十
日
福
島
市
に
招
集
す
る
。

付
議
す
べ
き
事
件
は
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

令
和
二
年
十
一
月
二
十
四
日

福
島
県
知
事

内

堀

雅

雄

一

県
議
会
の
議
員
の
議
員
報
酬
等
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

二

職
員
の
給
与
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

三

特
別
職
の
職
員
の
給
与
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

四

一
般
職
の
任
期
付
研
究
員
の
採
用
等
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

五

一
般
職
の
任
期
付
職
員
の
採
用
等
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

六

専
決
処
分
の
報
告
及
び
そ
の
承
認
に
つ
い
て

（
総

務

課
）

福
島
県
告
示
第
七
百
八
十
二
号

公
印
を
次
の
よ
う
に
改
刻
し
、
令
和
二
年
十
一
月
二
十
四
日
そ
の
使
用
を
開
始
す
る
。

令
和
二
年
十
一
月
二
十
四
日

福
島
県
知
事

内

堀

雅

雄

職
印番

号

公

印

の

名

称

印

影

公

印

管

理

者

福
島
県
現
金
出
納
員
印
（
福

福
島
県
立
博
物
館
の
福
島

23

島
県
立
博
物
館
用
）

県
現
金
出
納
員（

文
書
法
務
課
）

福
島
県
告
示
第
七
百
八
十
三
号

生
活
保
護
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号
）
第
四
十
九
条
の
規
定
（
中
国
残
留
邦
人
等
の

円
滑
な
帰
国
の
促
進
並
び
に
永
住
帰
国
し
た
中
国
残
留
邦
人
等
及
び
特
定
配
偶
者
の
自
立
の
支
援
に
関

す
る
法
律
（
平
成
六
年
法
律
第
三
十
号
）
第
十
四
条
第
四
項
に
お
い
て
そ
の
例
に
よ
る
こ
と
と
さ
れ
る

生
活
保
護
法
の
規
定
を
含
む
。
）
に
よ
り
、
医
療
扶
助
及
び
医
療
支
援
給
付
の
た
め
の
医
療
を
担
当
さ

せ
る
機
関
を
次
の
と
お
り
指
定
し
た
。

令
和
二
年
十
一
月
二
十
四
日

福
島
県
知
事

内

堀

雅

雄

名

称

所

在

地

指
定
年
月
日

国
分
内
科
ク
リ
ニ
ッ
ク

須
賀
川
市
中
宿
四
四
五

令
和
二
年
十
月

一
日

───────────────────────────────────────────────────────────
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（
社
会
福
祉
課
）

福
島
県
告
示
第
七
百
八
十
四
号

生
活
保
護
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号
）
第
五
十
条
の
二
の
規
定
（
中
国
残
留
邦
人
等

の
円
滑
な
帰
国
の
促
進
並
び
に
永
住
帰
国
し
た
中
国
残
留
邦
人
等
及
び
特
定
配
偶
者
の
自
立
の
支
援
に

関
す
る
法
律
（
平
成
六
年
法
律
第
三
十
号
）
第
十
四
条
第
四
項
に
お
い
て
そ
の
例
に
よ
る
こ
と
と
さ
れ

る
生
活
保
護
法
の
規
定
を
含
む
。
）
に
よ
り
、
次
の
指
定
医
療
機
関
か
ら
当
該
指
定
医
療
機
関
の
所
在

地
を
変
更
し
た
旨
届
出
が
あ
っ
た
。

令
和
二
年
十
一
月
二
十
四
日

福
島
県
知
事

内

堀

雅

雄

所

在

地

名

称

変

更

前

変

更

後

あ
ぶ
く
ま
訪
問
看
護
ス
テ
ー
シ
ョ

伊
達
市
広
前
六
―
一

伊
達
市
保
原
町
上
保
原
字
大

ン

地
内
三
九
―
四（

社
会
福
祉
課
）

福
島
県
告
示
第
七
百
八
十
五
号

生
活
保
護
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号
）
第
五
十
条
の
二
の
規
定
（
中
国
残
留
邦
人
等

の
円
滑
な
帰
国
の
促
進
並
び
に
永
住
帰
国
し
た
中
国
残
留
邦
人
等
及
び
特
定
配
偶
者
の
自
立
の
支
援
に

関
す
る
法
律
（
平
成
六
年
法
律
第
三
十
号
）
第
十
四
条
第
四
項
に
お
い
て
そ
の
例
に
よ
る
こ
と
と
さ
れ

る
生
活
保
護
法
の
規
定
を
含
む
。
）
に
よ
り
、
次
の
指
定
医
療
機
関
か
ら
当
該
指
定
医
療
機
関
の
事
業

を
廃
止
し
た
旨
届
出
が
あ
っ
た
。

令
和
二
年
十
一
年
二
十
四
日

福
島
県
知
事

内

堀

雅

雄

名

称

所

在

地

廃
止
年
月
日

国
分
内
科
ク
リ
ニ
ッ
ク

須
賀
川
市
塚
田
一
二
五

令
和
二
年
九
月

三
〇
日

（
社
会
福
祉
課
）

福
島
県
告
示
第
七
百
八
十
六
号

救
急
病
院
等
を
定
め
る
省
令
（
昭
和
三
十
九
年
厚
生
省
令
第
八
号
）
第
一
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、

次
の
病
院
を
令
和
二
年
十
一
月
十
八
日
救
急
病
院
と
し
て
認
定
し
た
。

令
和
二
年
十
一
月
二
十
四
日

福
島
県
知
事

内

堀

雅

雄

名
称

所
在
地

認
定
有
効
期
限

済
生
会
川
俣
病
院

伊
達
郡
川
俣
町
大
字
鶴
沢
字
川
端

令
和
五
年
十
一
月
十
七
日

二
番
地
四

（
地
域
医
療
課
）

福
島
県
告
示
第
七
百
八
十
七
号

漁
船
損
害
等
補
償
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
七
年
政
令
第
六
十
八
号
）
第
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、

漁
船
損
害
等
補
償
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
二
十
八
号
）
第
百
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
同
意

を
求
め
る
た
め
、
次
の
と
お
り
届
出
が
あ
っ
た
。
こ
の
届
出
に
係
る
指
定
漁
船
調
書
を
次
の
と
お
り
縦

覧
に
供
す
る
。

令
和
二
年
十
一
月
二
十
四
日

福
島
県
知
事

内

堀

雅

雄

一

届
出
事
項

１

発
起
人
の
住
所
及
び
氏
名

相
馬
市
尾
浜
字
高
塚
二
百
十
二
番
地
の
八

菊
地

昌
博

同

市
新
沼
字
刈
敷
田
二
十
番
地
二
十
三

今
野

智
光

同

市
磯
部
字
四
方
柴
七
百
四
十
六
番
地

林

健
一

２

加
入
区
の
名
称

相
馬
加
入
区

３

漁
船
損
害
等
補
償
法
第
百
十
三
条
第
一
項
の
申
出
の
相
手
方
の
漁
業
協
同
組
合
の
名
称

相
馬
双
葉
漁
業
協
同
組
合

二

指
定
漁
船
調
書
の
縦
覧
の
期
間
及
び
場
所

１

縦
覧
の
期
間

令
和
二
年
十
一
月
二
十
四
日
か
ら
同
年
十
二
月
八
日
ま
で

２

縦
覧
の
場
所

相
馬
市
尾
浜
字
追
川
百
九
十
六
番
地

相
馬
双
葉
漁
業
協
同
組
合

（
水

産

課
）

福
島
県
告
示
第
七
百
八
十
八
号

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
三
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
白
河
市

東
土
地
改
良
区
か
ら
令
和
二
年
十
一
月
五
日
付
け
で
申
請
の
あ
っ
た
定
款
の
変
更
に
つ
い
て
、
同
月
十

六
日
認
可
し
た
。

令
和
二
年
十
一
月
二
十
四
日

福
島
県
知
事

内

堀

雅

雄

（
農
村
計
画
課
）

福
島
県
告
示
第
七
百
八
十
九
号

───────────────────────────────────────────────────────────
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地
方
自
治
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
二
年
政
令
第
十
六
号
）
第
百
五
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、

公
金
の
収
納
の
事
務
を
次
の
と
お
り
委
託
し
た
。

令
和
二
年
十
一
月
二
十
四
日

福
島
県
知
事

内

堀

雅

雄

一

委
託
し
た
事
務
の
範
囲
及
び
内
容

１

福
島
県
県
営
住
宅
家
賃
等
（
県
北
地
区
）
の
収
納
事
務

２

福
島
県
県
営
住
宅
家
賃
等
（
い
わ
き
地
区
）
の
収
納
事
務

二

受
託
者
の
名
称
及
び
所
在
地

１

名
称

特
定
非
営
利
活
動
法
人
循
環
型
社
会
推
進
セ
ン
タ
ー

２

所
在
地

福
島
市
五
月
町
四
番
二
十
五
号

三

収
納
の
事
務
を
委
託
す
る
期
間

令
和
二
年
四
月
一
日
か
ら
令
和
三
年
三
月
三
十
一
日
ま
で

（
建
築
住
宅
課
）

福
島
県
告
示
第
七
百
九
十
号

地
方
自
治
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
二
年
政
令
第
十
六
号
）
第
百
五
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、

公
金
の
収
納
の
事
務
を
次
の
と
お
り
委
託
し
た
。

令
和
二
年
十
一
月
二
十
四
日

福
島
県
知
事

内

堀

雅

雄

一

委
託
し
た
事
務
の
範
囲
及
び
内
容

福
島
県
県
営
住
宅
家
賃
等
（
県
中
・
県
南
地
区
）
の
収
納
事
務

二

受
託
者
の
名
称
及
び
所
在
地

１

名
称

太
平
ビ
ル
サ
ー
ビ
ス
株
式
会
社
郡
山
支
店

２

所
在
地

郡
山
市
虎
丸
町
二
十
一
番
十
号

三

収
納
の
事
務
を
委
託
す
る
期
間

令
和
二
年
四
月
一
日
か
ら
令
和
三
年
三
月
三
十
一
日
ま
で

（
建
築
住
宅
課
）

福
島
県
告
示
第
七
百
九
十
一
号

地
方
自
治
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
二
年
政
令
第
十
六
号
）
第
百
五
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、

公
金
の
収
納
の
事
務
を
次
の
と
お
り
委
託
し
た
。

令
和
二
年
十
一
月
二
十
四
日

福
島
県
知
事

内

堀

雅

雄

一

委
託
し
た
事
務
の
範
囲
及
び
内
容

福
島
県
県
営
住
宅
家
賃
等
（
会
津
地
区
）
の
収
納
事
務

二

受
託
者
の
名
称
及
び
所
在
地

１

名
称

浅
沼
産
業
株
式
会
社

２

所
在
地

会
津
若
松
市
山
鹿
町
六
番
六
十
二
号

三

収
納
の
事
務
を
委
託
す
る
期
間

令
和
二
年
四
月
一
日
か
ら
令
和
三
年
三
月
三
十
一
日
ま
で

（
建
築
住
宅
課
）

福
島
県
告
示
第
七
百
九
十
二
号

地
方
自
治
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
二
年
政
令
第
十
六
号
）
第
百
五
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、

公
金
の
収
納
の
事
務
を
次
の
と
お
り
委
託
し
た
。

令
和
二
年
十
一
月
二
十
四
日

福
島
県
知
事

内

堀

雅

雄

一

委
託
し
た
事
務
の
範
囲
及
び
内
容

福
島
県
県
営
住
宅
家
賃
等
（
相
双
地
区
）
の
収
納
事
務

二

受
託
者
の
名
称
及
び
所
在
地

１

名
称

庄
司
建
設
工
業
株
式
会
社

２

所
在
地

南
相
馬
市
原
町
区
青
葉
町
一
丁
目
一
番
地

三

収
納
の
事
務
を
委
託
す
る
期
間

令
和
二
年
四
月
一
日
か
ら
令
和
三
年
三
月
三
十
一
日
ま
で

（
建
築
住
宅
課
）

福
島
県
告
示
第
七
百
九
十
三
号

福
島
県
収
入
証
紙
条
例
（
昭
和
三
十
九
年
福
島
県
条
例
第
九
十
号
）
第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、

福
島
県
収
入
証
紙
の
売
り
さ
ば
き
人
と
し
て
令
和
二
年
十
一
月
十
七
日
次
の
と
お
り
指
定
し
た
。

令
和
二
年
十
一
月
二
十
四
日

福
島
県
知
事

内

堀

雅

雄

氏
名
又
は
名
称

住
所

指
定
の
有
効
期
間

売
り
さ
ば
き
所
の
名
称

及
び
所
在
地

株
式
会
社
フ
ォ

福
島
市
曽
根
田
町
一

令
和
二
年
一
二
月
一
日
か
ら

ス
タ
ジ
オ
ア
ッ
プ
ル

ト
イ
ズ
ジ
ャ
パ

番
一
八
号

令
和
七
年
九
月
三
〇
日
ま
で

福
島
市
曽
根
田
町
一
番

ン

一
八
号

ダ
イ
ユ
ー
エ

イ
ト
Ｍ
Ａ
Ｘ
福
島
二
Ｆ

（
出
納
総
務
課
）

公

告

公
告
第
二
百
五
十
六
号

福
島
県
商
業
ま
ち
づ
く
り
の
推
進
に
関
す
る
条
例
（
平
成
十
七
年
福
島
県
条
例
第
百
二
十
号
）
第
十

条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
特
定
小
売
商
業
施
設
の
新
設
の
届
出
に
つ
い
て
次
の
と
お
り
変
更
の
届
出

が
あ
っ
た
。
な
お
、
当
該
届
出
を
令
和
二
年
十
一
月
二
十
四
日
か
ら
令
和
三
年
二
月
二
十
四
日
ま
で
福

島
県
商
工
労
働
部
産
業
振
興
総
室
商
業
ま
ち
づ
く
り
課
、
福
島
県
県
北
地
方
振
興
局
企
画
商
工
部
地
域

づ
く
り
・
商
工
労
政
課
、
二
本
松
市
産
業
部
商
工
課
、
福
島
市
総
務
部
総
務
課
市
民
情
報
室
、
郡
山
市
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産
業
観
光
部
産
業
政
策
課
、
田
村
市
産
業
部
商
工
課
、
本
宮
市
産
業
部
商
工
観
光
課
、
川
俣
町
産
業
課

商
工
交
流
係
、
大
玉
村
産
業
建
設
部
産
業
課
商
工
観
光
係
、
猪
苗
代
町
商
工
観
光
課
、
三
春
町
産
業
課
、

浪
江
町
産
業
振
興
課
及
び
葛
尾
村
地
域
振
興
課
地
域
づ
く
り
推
進
係
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。

令
和
二
年
十
一
月
二
十
四
日

福
島
県
知
事

内

堀

雅

雄

一

特
定
小
売
商
業
施
設
の
名
称
及
び
所
在
地

１

名
称

メ
ガ
ス
テ
ー
ジ
二
本
松

２

所
在
地

二
本
松
市
冠
木
三
九
番
ほ
か

二

変
更
し
た
事
項

特
定
小
売
商
業
施
設
の
新
設
の
予
定
日

（
変
更
前
）
令
和
二
年
十
一
月
十
日

（
変
更
後
）
令
和
二
年
十
二
月
十
一
日

三

届
出
年
月
日

令
和
二
年
十
一
月
九
日

（
商
業
ま
ち
づ
く
り
課
）

公
告
第
二
百
五
十
七
号

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
十
八
条
第
十
七
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の

と
お
り
土
地
改
良
区
の
役
員
が
退
任
し
、
及
び
就
任
し
た
旨
届
出
が
あ
っ
た
。

令
和
二
年
十
一
月
二
十
四
日

福
島
県
知
事

内

堀

雅

雄

土
地
改
良
区
の
名
称

西
郷
村
土
地
改
良
区

退
任
し
た
役
員

役
別

氏
名

住
所

理
事

髙
橋

廣
志

西
白
河
郡
西
郷
村
大
字
熊
倉
字
内
山
六
〇
番
地
八

同

圓
谷

光
良

同

郡
同

村
大
字
真
船
字
芝
原
一
五
三
番
地

同

鈴
木

武
利

同

郡
同

村
大
字
小
田
倉
字
山
下
三
六
番
地

同

真
船

仁
志

同

郡
同

村
大
字
真
船
字
梁
場
一
番
地

同

金
田

裕
二

同

郡
同

村
大
字
鶴
生
字
横
道
一
六
番
地

同

高
久

豊

同

郡
同

村
大
字
鶴
生
字
上
道
八
二
番
地

同

白
岩

春
市

同

郡
同

村
大
字
羽
太
字
虫
笠
二
一
番
地

同

緑
川

勇

同

郡
同

村
大
字
羽
太
字
狸
屋
敷
一
一
一
番
地

同

鈴
木

進

同

郡
同

村
大
字
柏
野
字
上
川
原
五
七
番
地

同

村
井

良
次

同

郡
同

村
大
字
小
田
倉
字
上
上
野
原
一
四
五
番
地
二

同

石
井

勝
夫

同

郡
同

村
大
字
熊
倉
字
森
前
二
番
地

同

宮
川

長
太
郎

同

郡
同

村
大
字
熊
倉
字
麦
田
一
四
番
地

監
事

須
藤

好
道

同

郡
同

村
大
字
熊
倉
字
沼
田
八
〇
番
地

同

小
針

章

同

郡
同

村
大
字
米
字
米
村
五
〇
番
地

同

星

光
幸

同

郡
同

村
大
字
小
田
倉
字
上
野
原
一
七
〇
番
地

就
任
し
た
役
員

役
別

氏
名

住
所

理
事

髙
橋

廣
志

西
白
河
郡
西
郷
村
大
字
熊
倉
字
内
山
六
〇
番
地
八

同

圓
谷

光
良

同

郡
同

村
大
字
真
船
字
芝
原
一
五
三
番
地

同

金
田

裕
二

同

郡
同

村
大
字
鶴
生
字
横
道
一
六
番
地

同

藤
井

要
一

同

郡
同

村
大
字
真
船
字
前
谷
地
三
番
地
一

同

鈴
木

忠
男

同

郡
同

村
大
字
小
田
倉
字
山
下
五
番
地

同

高
木

信
嘉

同

郡
同

村
大
字
鶴
生
字
上
道
八
七
番
地

同

鈴
木

清
美

同

郡
同

村
大
字
羽
太
字
関
谷
前
二
六
番
地

同

鈴
木

庄
一

同

郡
同

村
大
字
羽
太
字
狸
屋
敷
五
番
地

同

尾
股

完
治

同

郡
同

村
大
字
長
坂
字
赤
渕
二
八
番
地

同

村
井

良
次

同

郡
同

村
大
字
小
田
倉
字
上
上
野
原
一
四
五
番
地
二

同

石
井

勝
夫

同

郡
同

村
大
字
熊
倉
字
森
前
二
番
地

同

仁
平

義
行

同

郡
同

村
大
字
熊
倉
字
庭
渡
前
一
番
地

監
事

鈴
木

宗
広

同

郡
同

村
大
字
長
坂
字
池
ノ
尻
三
五
番
地
一

同

鈴
木

正
典

同

郡
同

村
大
字
熊
倉
字
沼
田
七
六
番
地

同

星

光
幸

同

郡
同

村
大
字
小
田
倉
字
上
野
原
一
七
〇
番
地

（
農
村
計
画
課
）

公
告
第
二
百
五
十
八
号

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
十
八
条
第
十
七
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の

と
お
り
土
地
改
良
区
の
役
員
が
退
任
し
、
及
び
就
任
し
た
旨
届
出
が
あ
っ
た
。

令
和
二
年
十
一
月
二
十
四
日

福
島
県
知
事

内

堀

雅

雄

土
地
改
良
区
の
名
称

南
会
津
町
土
地
改
良
区

退
任
し
た
役
員

役
別

氏
名

住
所

理
事

星

功

南
会
津
郡
南
会
津
町
田
部
字
上
山
根
一
一
番
地

同

湯
田

重
利

同

郡
同

町
田
部
字
八
幡
前
五
九
番
地

同

星

彰
二

同

郡
同

町
田
部
字
上
山
根
一
七
番
地

同

湯
田

孝
義

同

郡
同

町
田
部
字
下
原
二
〇
四
番
地
一
二

同

湯
田

浩
仁

同

郡
同

町
田
部
字
八
幡
前
六
〇
番
地

同

湯
田

正
治

同

郡
同

町
田
部
字
八
幡
前
七
七
番
地

監
事

湯
田

博
美

同

郡
同

町
田
部
字
八
幡
前
一
一
番
地

同

湯
田

清
記

同

郡
同

町
田
部
字
上
山
根
一
一
五
番
地

同

五
十
嵐

小
一
郎

同

郡
同

町
和
泉
田
字
上
坪
三
六
〇
四
番
地
二

就
任
し
た
役
員
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役
別

氏
名

住
所

理
事

星

功

南
会
津
郡
南
会
津
町
田
部
字
上
山
根
一
一
番
地

同

湯
田

重
利

同

郡
同

町
田
部
字
八
幡
前
五
九
番
地

同

星

彰
二

同

郡
同

町
田
部
字
上
山
根
一
七
番
地

同

湯
田

孝
義

同

郡
同

町
田
部
字
下
原
二
〇
四
番
地
一
二

同

湯
田

浩
仁

同

郡
同

町
田
部
字
八
幡
前
六
〇
番
地

同

湯
田

正
治

同

郡
同

町
田
部
字
八
幡
前
七
七
番
地

同

湯
田

博
美

同

郡
同

町
田
部
字
八
幡
前
一
一
番
地

監
事

湯
田

清
記

同

郡
同

町
田
部
字
上
山
根
一
一
五
番
地

同

菅
家

康
夫

同

郡
同

町
古
町
字
中
川
原
一
〇
四
番
地
特
定
公
共
賃
貸
住
宅
中

川
原
団
地
二
棟
二
号

（
農
村
計
画
課
）


